




措 置 通 知 書 

水道局経営管理部 総務課 

報 告 を 受 け た 事 項 措   置   状   況 

１．支出事務 

① 出張命令伺において、課長補佐職

の市外出張については、佐世保市水

道局事務処理規程第 4条第 1項別表

で部長の専決事項と規定されている

にもかかわらず、部長の決裁を受け

ていないものがあった。 

 

 水道局事務処理規程の専決事項の確認不足により、

部長の決裁を受けていなかったものです。 

 今後は、部長決裁により処理するとともに、同規程

の専決事項等について、令和 5年 4月 13日付で、あら

ためて局内に通知し、再発防止に努めるよう周知徹底

しました。 

 



措 置 通 知 書 

水道局事業部 下水道施設課 

報 告 を 受 け た 事 項 措   置   状   況 

１.支出事務 

① 出張命令伺において、課長補佐職

の市外出張については、佐世保市水

道局事務処理規程第 4条第 1項別表

で部長の専決事項と規定されている

にもかかわらず、部長の決裁を受け

ていないものがあった。 

 

 水道局事務処理規程の専決事項の確認不足により、

部長の決裁を受けていなかったものです。 

 今後は、部長決裁により処理するとともに、同規程

の専決事項等について、令和 5 年 4 月 13 日付で水道

局総務課から送付された通知等の内容を職員に伝達

し、あらためて再発防止に努めるよう周知徹底しまし

た。 

 


